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令和７年 障害者雇用状況の集計結果 

～雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新～ 

神奈川労働局では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和７年の「障害者雇用状

況」の集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、民間企

業の場合は 2.5％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、令和７年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害

者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。 

 

【集計結果の主なポイント】 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.5％） 

○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 

・雇用障害者数は 31,997.0人、対前年比 4.93 ％（1,502.0人）増加 

・実雇用率は 2.42%、対前年比 0.02ポイント上昇 

○法定雇用率達成企業の割合は 43.5％（対前年比 0.2ポイント低下） 

 

＜公的機関＞（同 2.8％、県及び市町村の一定の教育委員会は 2.7％）※（ ）は前年の値 

○雇用障害者数はいずれも対前年を上回り、実雇用率は県のいずれも対前年を下回る。 

・県の機関 ： 雇用障害者数 383.0人（377.5人）、実雇用率 3.09％（3.21％） 

・市町村等の機関 ： 雇用障害者数 2,561.5人（2,513.0人）、実雇用率 2.47％（2.79％） 

・県の教育委員会 ： 雇用障害者数 677.0人（653.5人）、実雇用率 2.42％（2.64％） 

 

 ＜地方独立行政法人等＞（同 2.8％）※（ ）は前年の値 

○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で下回る。 

・雇用障害者数 155.0人（158.0人）、実雇用率 2.32％（2.67％） 

令和７年 12月 19日 

【照会先】 
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課   長  髙橋  秀樹 

課長補佐  佐藤  貴紀 

地方障害者雇用担当官        隈園  裕子 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・民間企業（40.0 人以上規模の企業：法定雇用率 2.5％）に雇用されている障

害者の数は 31,997.0人で、前年より 4.93％（1,502.0人）増加し、過去最高

となった。 

 

・雇用者のうち、身体障害者は 16,112.0 人（対前年比 1.66％増）、知的障害者

は 7,683.5人（対前年比 4.52％増）、精神障害者は 8,201.5人（対前年比 12.4％

増）と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。 

 

・実雇用率は、13 年連続で過去最高の 2.42％（前年は 2.40％）、法定雇用率達

成企業の割合は 43.5％（前年は 43.7％）であった。 

［ 総括表１、グラフ（１）、詳細表１（１） ］ 

○ 企業規模別の状況 

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、40.0 人～100 人未満規

模企業で 3,265.5人（前年は 3,053.5人）、100～300人未満で 5,672.5人（同

5,436.5人）、300～500人未満で 2,421.0人（同 2,448.0人）、500～1,000人

未満で 3,849.0人（同 5,168.0人）、1,000人以上で 16,789.0人（同 14,389.0

人）と、300～500人未満、500～1,000人未満規模以外は前年より増加した。 

 

・実雇用率は、40.0～100人未満で 1.68％（前年は 1.67％）、100～300人未満

で 2.00％（同 2.01％）、300～500人未満で 2.14％（同 2.16％）、500～1,000

人未満で 2.42％（同 3.33％）、1,000 人以上で 2.92％（同 2.62％）となって
おり、40.0～100人未満、1,000人以上企業規模以外は前年より低下した（※）。 

なお、民間企業全体の実雇用率 2.42％と比較すると、 

→1,000人以上規模企業（2.92％）については上回った。 

→300～500 人未満（2.14％）、100～300 人未満（2.00％）、40～100 人未満

（1.68％）については下回った。 

→500～1,000人未満（2.42％）については同率であった。 

 

・法定雇用率達成企業の割合は、40.0～100 人未満規模企業が 41.9％（前年は

42.3％）、100～300人未満が 45.4％（同 44.9％）、300～500人未満が 38.4％

（同 39.3％）、500～1,000人未満が 48.6％（同 48.5％）、1,000人以上が 53.4％

（同 56.4％）と、100～300人未満、500～1,000人未満規模企業以外は前年

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 
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より低下した（※）。 

※昨年比で除外率が 10ポイント下がっていることの影響による低下を含む。 

［ グラフ（２）・（３）、詳細表１（２） ］ 

 

○ 産業別の状況 

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」が20.5人、
「鉱業、採石業、砂利採取業」が4.0人、「建設業」が595.0人、「製造業」
が9,778.0人、「電気・ガス・熱供給・水道業」が13.0人、「情報通信業」が 
1,992.0人、「運輸業、郵便業」が1,953.0人、「卸売業、小売業」が4,567.0
人、「金融業、保険業」が409.0人、「不動産業、物品賃貸業」が256.5人、
「学術研究、専門・技術サービス業」が1,223.0人、「宿泊業、飲食サービス
業」が917.0人、「生活関連サービス業、娯楽業」が666.5人、「教育・学習
支援業」が392.5人、「医療、福祉」が6,339.5人、「複合サービス事業」が 

152.5人、「サービス業」が2,718.0人で、「農、林、漁業」、「鉱業、採石業、
砂利採取業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「教育・学習支援業」、

「複合サービス事業」以外の業種で前年よりも増加した。 

 

・産業別の実雇用率では「医療、福祉」（3.40％）が、民間企業全体の 2.42％を

上回っている。 

［ グラフ（４）・（５）、詳細表１（３） ］ 

 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・令和７年の法定雇用率未達成企業は 3,237 社。そのうち、不足数が 0.5 人ま

たは１人である企業（１人不足企業）が 64.1％と過半数を占めている。 

 

・また、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）が、未達

成企業に占める割合は 57.8％となっている。 

［ 詳細表１（４） ］ 
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（１）県の機関（法定雇用率 2.8％） 

県の機関に在職している障害者の数は 383.0 人で前年より 1.46％（5.5 人）

増加しており、実雇用率は 3.09％と前年に比べ 0.12ポイント低下した。 

6機関のうち 4機関が達成。 

［ 総括表２（１）、詳細表２（１）、４（１） ］ 

 

（２）市町村等の機関（法定雇用率 2.8％） 

市町村等の機関に在職している障害者の数は 2,561.5 人で前年より 1.93％

（48.5 人）増加しており、実雇用率は 2.47％と前年に比べ 0.32 ポイント低

下した。 

37機関中 25機関が達成。 

［ 総括表２（２）、詳細表２（２）、４（３） ］ 

 

（３）県の教育委員会（法定雇用率 2.7％） 

県の教育委員会に在職している障害者の数は 677.0 人で、前年に比べ 3.6％

（23.5 人）増加しており、実雇用率は 2.42％と前年に比べ 0.22 ポイント低

下した。 

［ 総括表２（３）、詳細表４（２） ］ 

 

 

 

 

地方独立行政法人等（法定雇用率 2.8％）に雇用されている障害者の数は 155.0

人で、実雇用率は 2.32％であった。 

７法人中 5法人が達成。 

［ 総括表３、詳細表３、４（４） ］ 

 

２ 公的機関における在職状況 

３ 地方独立行政法人等における雇用状況 
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１　民間企業における雇用状況（法定雇用率2.5%）

1,324,268.0 人 31,997.0 人 2.42 % 2,490 / 5,727 43.5 %

[ 27,722 人 ]

( 1,270,107.5 人 ) ( 30,495.0 人 ) ( 2.40 % ) ( 2,409 / 5,512 ) ( 43.7 % )

※[ ]内は実人員。以下同じ。

２　地方公共団体における在職状況

（１） 県の機関（法定雇用率2.8%）

12,392.5 人 383.0 人 3.09 % 4 / 6 66.7 %

[ 327 人 ]

( 11,761.0 人 ) ( 377.5 人 ) ( 3.21 % ) ( 5 / 5 ) ( 100.0 % )

※県の機関のうち未達成であった機関のうちの1機関は、令和7年7月１日までに達成済み。

（２） 市町村等の機関（法定雇用率2.8%）

103,703.0 人 2,561.5 人 2.47 % 25 / 37 67.6 %

[ 2,076 人 ]

( 89,920.0 人 ) ( 2,513.0 人 ) ( 2.79 % ) ( 23 / 38 ) ( 60.5 % )

※ 市町村等の機関のうち未達成であった機関のうちの2機関は、令和7年12月1日までに達成済み。

（３） 法定雇用率2.7%が適用される県の教育委員会（法定雇用率2.7%）

27,973.5 人 677.0 人 2.42 % 0 / 1 0.0 %

[ 595 人 ]

( 24,742.0 人 ) ( 653.5 人 ) ( 2.64 % ) ( 0 / 1 ) ( 0.0 % )

３　地方独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.8%）

6,688.0 人 155.0 人 2.32 % 5 / 7 71.4 %

[ 140 人 ]

( 5,913.0 人 ) ( 158.0 人 ) ( 2.67 % ) ( 5 / 7 ) ( 71.4 % )

注　１

２

３

４

５

６

７

⑤　達成割合

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

民間企業

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

③　実雇用率

市町村等の機関

県の機関

　特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動する。

　「地方独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第９号及び第10号までの法人を指す。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知
的障害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短
時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、１人を0.5人に相当す
るものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。

　法定雇用率2.7％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

令和７年６月１日現在における障害者の雇用状況（総括表）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数

②　障害者の数

⑤達成割合

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧
除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

　（　）内は、令和６年６月１日現在の数値である。

県の教育委員会

地方独立行政法人等

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（対象障
害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた
労働者数である。
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注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成23年～令和５年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者である短時間労働者
重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者（0.5カウント）（※）

令和６年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、
重度以外身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）

重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

※　平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人分とカウントしている。
　①　報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

　　令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。

民間企業における障害者の雇用状況(グラフ)

注３：法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年から平成29年までは2.0％、平成30年から令和２年までは2.2％、
　　令和３年から令和５年までは2.3％、令和６年以降は2.5％となっている。

注１：雇用義務のある企業（平成25年から平成29年までは50人以上規模、平成30年から令和２年までは45.5人以上規模、
      令和３年から令和５年までは43.5人以上規模、令和６年以降は40人以上規模）についての集計である。

＜法定雇用率＞

（１）実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
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用
率

(
40
～
1
00
人
未
満

)※

(1
00
～

30
0人
未
満

)

(3
00
～

50
0人
未
満

)

全
体

(5
00
～
1
,0

00
人
未
満

)

(1
,0

00
人
以
上

)

各
年
６
月
１
日
現
在

4
3
.5

 

4
1.

9
 

4
5.

4
 

3
8.

4
 

4
8.

6
 

5
3.

4
 

2
5
.0

3
0
.0

3
5
.0

4
0
.0

4
5
.0

5
0
.0

5
5
.0

6
0
.0

6
5
.0

7
0
.0

7
5
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平
成

令
和

2
7

2
8

2
9

3
0

元
2

3
4

5
6

7

（
３
）
企
業
規
模
別
達
成
企
業
割
合

各
年
６
月
１
日
現
在

(4
0
～
10

0人
未
満
)
※

(
10
0～

30
0
人
未
満
)

全
体

(3
0
0～

5
00
人
未
満

)

(5
00
～

1,
00

0人
未
満
)

(
％
)

(1
,0

00
人
以
上

)

(年
)
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注
１
　
グ
ラ
フ
作
成
上
、
農
,
林
、
漁
業
、
鉱
業
,
採
石
業
,
砂
利
採
取
業
、
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
、

注
　
(
4
)
の
図
と
同
じ
。

　
　
　
金
融
業
,
保
険
業
、
不
動
産
業
,
物
品
賃
貸
業
、
教
育
・
学
習
支
援
業
及
び
複
合
サ
ー
ビ
ス
業
は
除
い
て
い
る
。

（
４
）
産
業
別
実
雇
用
率

（
５
）
産
業
別
達
成
企
業
割
合

各
年
６
月
１
日
現
在

（
％
）

(年
)

(年
) 

1.
30

1.
40

1.
50

1.
60

1.
70

1.
80

1.
90

2.
00

2.
10

2.
20

2.
30

2.
40

2.
50

2.
60

2.
70

2.
80

2.
90

3.
00

3.
10

3.
20

3.
30

3.
40

3.
50

平
成

令
和

2
7

2
8

29
30

元
2

3
4

5
6

7 （年
）建
設
業

1
.7

0

情
報
通
信
業

2.
1

5

運
輸
業

,郵
便
業

2
.2

6

卸
売
業

,小
売
業

2
.3

3

サ
ー
ビ
ス
業

2
.2

1
宿
泊
業

,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

,2
.2

5

医
療
･福
祉

3
.4

0

全
体

2.
42

製
造
業

2
.3

8

全
体

4
3

.5
 

建
設
業

33
.0

 

製
造
業

5
0

.1
 

情
報
通
信
業

3
5

.6
 

運
輸
業

,郵
便
業

4
9

.5
 

卸
売
業

,小
売
業

3
9
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学
術
研
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ビ
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宿
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サ
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ビ
ス
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3
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生
活
関
連
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ビ
ス
業
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娯
楽
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医
療
･福
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4
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サ
ー
ビ
ス
業

4
6
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.0

60
.0

平
成

令
和

27
2

8
2

9
30
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６
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生
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2
.3

4

学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

2
.1

6

（年
）
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                    一般の民間企業 …………………… ２．５％ 

  ○ 民間企業 ……    （40.0人以上規模の企業） 

                    特殊法人等 ………………………… ２．８％ 

                  労働者数36.0人以上規模の特殊法人、 

             独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．８％ 

       （36.0人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．７％ 

       （37.5人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

           身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時間

が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。（就労継続支援Ａ

型の利用者は除く。） 
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◎ 除外率とは 

○ 民間企業における除外率制度 

各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算定する際

に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相

当する労働者数を控除する制度。 

この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平成16年４月に廃止

した。経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段

階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。 

平成16年４月、平成22年７月、令和７年４月に、それぞれ、一律に10ポイントの引下げを実施。 

※除外率引下げによる雇用義務数への影響（例） 

常用労働者数5,069.5×除外率20％＝1,013.9 ≒1,013人（端数切り捨て）  

常用労働者数5,069.5－1,013＝基礎労働者数4,056.5人 

基礎労働者数4,056.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数101.4125≒101人(端数切り捨て) 
 

常用労働者数5,069.5×除外率10％＝506.95≒506人（端数切り捨て） 

常用労働者数5,069.5－506＝基礎労働者数4,563.5人 

基礎労働者数4,563.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数114.0875≒114人(端数切り捨て) 

 

○ 国及び地方公共団体における除外率制度 

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に､一定の

範囲の職種に従事する者（除外職員）を控除する制度｡ 

平成16年４月１日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維持を職務と

しており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定すること

とした（警察官、自衛官など）｡ 

なお、除外職員ではなくなった職員（医師、教育職員など）が一定割合を占める機関（病院、教育委

員会など）については、当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した上で、

廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしており、平成16年４月、平成22年７月、令

和７年４月に、それぞれ、10ポイントの引下げを実施。 
 

引下げ前 引下げ後

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬精製業を除く）　　　・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業　　　　　・航空運輸業
・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る）

5%
除外率
適用無し

・採石業、砂・砂利・玉石採取業　　　　　・水運業
・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る）
・その他の鉱業

10%
除外率
適用無し

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 15% 5%

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） 20% 10%

・港湾運送業 ・警備業 25% 15%

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 30% 20%

・林業（狩猟業を除く） 35% 25%

・金属鉱業 ・児童福祉事業 40% 30%

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） 45% 35%

・石炭・亜炭鉱業 50% 40%

・道路旅客運送業 ・小学校 55% 45%

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 60% 50%

・船員等による船舶運航等の事業 80% 70%

除外率設定業種
除外率

除外率
20％の 
場合 

除外率
10％の 
場合 
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◎  障害者雇用率達成指導の流れ 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「障害
者雇入れ計画」 の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

 

 

障害者雇用状況報告 

（毎年６月１日の状況） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画作成命令 

（２年計画） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 

 

 

特  別  指  導 

 

 

 

 

企 業 名 の 公 表 

 

 

 

（障害者雇用促進法 第43条第７項） 

 

 

 

 

翌年１月を始期とする２年間の計画を作成

するよう、公共職業安定所長が命令を発出 

（同法第46条第１項） 

 

計画の実施状況が悪い企業に対し、適正

な実施を勧告 （計画１年目12月） 

（同法第46条第６項） 

 

雇用状況の改善が特に遅れている企業

に対し、公表を前提とした特別指導を実施 

（計画期間終了後に９か月間） 

 

 

 

 

（同法第47条） 

 

 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、  

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

 

 
〔指導実績〕 
  ○ 令和６年度の実績 

     ＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出    １６社 

     ＊ 障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」   １３社 

     ＊「特別指導」の実施                ３社 

 

  ○ 障害者雇入れ計画を実施中の企業   ３０社（令和６年度末現在） 
 

  ○ 企業名の公表 

      平成 21年度１社 令和４年度１社 令和５年度１社（再公表） 
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数
」
と
は
、
常
用
労
働
者
総
数
か
ら
除
外
率
相
当
数
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害

者
が
就
業
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
種
が
相
当
の
割
合
を
占
め
る
業
種
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
率
を
乗
じ
て
得
た
数
）
を
除
い
た
労
働
者
数
で
あ
る
。

　
G
欄
の
「
う
ち
新
規
雇
用
分
」
は
、
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
障
害
者
数
で
あ
る
。

法
令
上
、
②
③
ｄ
欄
の
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
並
び
に
②
③
④

e欄
の

重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

1
人
を

0
.5
人

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
②
③
④
ｆ欄
を
算
出
す
る
に
当
た
り

0
.5
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
　
た
だ
し
、
②
③
ｂ
欄
及
び

④
ｄ
欄
の
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
１
人
を
１

カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

詳
細
表

民
間
企
業

〔
１
（
１
）
①
表
の
注
〕

法
定
雇
用

率
達
成
企

業
の
割
合

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、

知
的
障
害
者
及

び
精
神
障
害
者

（
注
３
）

Ｂ
.重
度
身
体

障
害
者
、
重
度

知
的
障
害
者

及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

（
注
３
）

実
雇
用
率

F
÷
②

×
1
0
0

〔
１
（
１
）
②
表
の
注
〕

⑥
③
　
障
害
者
の
数

区
分

企
業
数

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

民
間
企
業

31
,9
97
.0

4,
83
8

65
6

5,
24
0

70
8

37
2

16
,1
12
.0

1,
27
4.
5

99
2

21
7

4,
74
9

1,
43
4

33
7,
68
3.
5

70
0.
5

5,
15
4

2,
76
6

56
3

8,
20
1.
5

1,
40
3.
5

　
（

30
,4
95
.0
）（

4,
76
9
）（

62
5
）（

5,
17
6
）（

71
5
）
（

30
4

）
（

15
,8
48
.5
）（

1,
24
4.
5
（

99
1
）（

16
8
）（

4,
56
2
）（

1,
23
4
）（

44
）（

7,
35
1.
0
）（

73
5.
0
）
（

4,
66
9
）（

2,
40
0
）
(

45
3

)
（

7,
29
5.
5
）（

1,
57
2.
5
）

ａ.
重
度
知
的

障
害
者

（注
４
）

ｄ．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者

（注
４
）

b．
　
重
度

知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時

間
労
働
者

（注
４
）

④
精
神
障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇

用
分

（注
５
）

ｃ.
精
神
障
害

者 （注
４
）

③
知
的
障
害
者
の
数

ｃ．
重
度
以

外
の
知
的
障

害
者
（注
４
）

ｄ
．
重
度
以

外
の
知
的
障

害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働

者 （注
４
）

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者
（注
４
）

e．
　
重
度
知

的
障
害
者
で

あ
る
特
定
短

時
間
労
働
者

（注
４
）

e．
　
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働

者 （注
４
）

ｇ．
う
ち
新
規
雇
用

分
（注
５
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ＋

（ｄ
＋

e）
×

0.
5

（注
２
）（
注
３
）

f．
　
計

ｃ＋
d＋

e×
0.

5
（注
３
）

区
分

① 障
害
者
の
数

（注
１
）

②
身
体
障
害
者
の
数

ｇ．
う
ち
新
規
雇

用
分
（注
５
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ＋

（ｄ
＋

e）
×

0.
5

（注
２
）（
注
３
）

e．
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間

労
働
者
（注
４
）

ａ.
重
度
身
体

障
害
者

（注
４
）

b．
　
重
度

身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時

間
労
働
者

（注
４
）

ｃ．
重
度
以

外
の
身
体
障

害
者
（注
４
）

１
民
間
企
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
（法
定
雇
用
率

2
.5
％
）
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(
2
)
 
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

①
　
概
況

①
④

⑤
⑥

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％
規
模
計

5
,
7
2
7

1
,
3
2
4
,
2
6
8
.
0

5
,
8
3
0

3
,
6
3
9

1
5
,
1
4
3

2
,
1
4
2

9
6
8

3
1
,
9
9
7
.
0

3
,
3
7
8
.
5

2
.
4
2

2
,
4
9
0

4
3
.
5

〈
0
〉
〈

28
,4
30
〉
〈

0.
00
〉

（
5
,
5
1
2
)
（

1
,
2
7
0
,
1
0
7
.
5
)
（

5
,
7
6
0
)
（

3
,
1
9
3
)
（

1
4
,
4
0
7
)
（

1
,
9
4
9
)
（

8
0
1
)
（

3
0
,
4
9
5
.
0
)
（

3
,
5
5
2
.
0
)
（

2
.
4
0
)
（

2
,
4
0
9
)
（

4
3
.
7
)

3
,
1
6
6

1
9
4
,
3
7
6
.
5

5
7
9

3
5
1

1
,
5
8
3

2
5
6

9
1

3
,
2
6
5
.
5

3
5
1
.
0

1
.
6
8

1
,
3
2
6

4
1
.
9

　
〈

〈
0.
00
〉

（
2
,
9
8
6
)
（

1
8
3
,
3
3
8
.
5
)
（

5
0
1
)
（

3
8
2
)
（

1
,
4
8
4
)
（

2
7
9
)
（

9
2
)
（

3
,
0
5
3
.
5
)
（

3
7
1
.
0
)
（

1
.
6
7
)
（

1
,
2
6
3
)
（

4
2
.
3

)

1
0
0
～

1
,
8
1
6

2
8
3
,
2
4
5
.
5

1
,
0
3
2

5
0
3

2
,
8
2
8

3
1
3

2
4
2

5
,
6
7
2
.
5

6
8
1
.
0

2
.
0
0

8
2
4

4
5
.
4

3
0
0
人
未
満

（
1
,
7
8
1
)
（

2
6
9
,
9
6
9
.
5
)
（

1
,
0
1
8
)
（

4
8
4
)
（

2
,
6
8
3
)
（

2
9
3
)
（

1
7
4
)
（

5
,
4
3
6
.
5
)
（

6
3
3
.
0
)
（

2
.
0
1
)
（

7
9
9
)
（

4
4
.
9

)

3
0
0
～

3
0
7

1
1
3
,
1
4
3
.
0

4
1
3

2
0
5

1
,
2
7
2

1
3
2

1
0
4

2
,
4
2
1
.
0

2
8
8
.
0

2
.
1
4

1
1
8

3
8
.
4

5
0
0
人
未
満

〈
〈

〈
0.
00
〉

（
3
1
8
)
（

1
1
3
,
3
4
4
.
0
)
（

4
3
6
)
（

1
8
9
)
（

1
,
2
9
5
)
（

1
1
3
)
（

7
1
)
（

2
,
4
4
8
.
0
)
（

2
6
5
.
0
)
（

2
.
1
6
)
（

1
2
5
)
（

3
9
.
3

)

5
0
0
～

2
4
5

1
5
9
,
3
5
3
.
5

7
4
0

3
0
7

1
,
9
1
3

1
9
2

1
0
6

3
,
8
4
9
.
0

4
4
3
.
5

2
.
4
2

1
1
9

4
8
.
6

1
0
0
0
人
未
満

（
2
3
9
)
（

1
5
5
,
1
2
0
.
5
)
（

7
3
7
)
（

1
,
3
9
1
)
（

1
,
8
5
7
)
（

7
8
8
)
（

1
0
4
)
（

5
,
1
6
8
.
0
)
（

8
9
5
.
5
)
（

3
.
3
3
)
（

1
1
6
)
（

4
8
.
5

)

1
,0

0
0
人
以
上

1
9
3

5
7
4
,
1
4
9
.
5

3
,
0
6
6

2
,
2
7
3

7
,
5
4
7

1
,
2
4
9

4
2
5

1
6
,
7
8
9
.
0

1
,
6
1
5
.
0

2
.
9
2

1
0
3

5
3
.
4

〈
〈

〈
0.
00
〉

（
1
8
8
)
（

5
4
8
,
3
3
5
.
0
)
（

3
,
0
6
8
)
（

7
4
7
)
（

7
,
0
8
8
)
（

4
7
6
)
（

3
6
0
)
（

1
4
,
3
8
9
.
0
)
（

1
,
3
8
7
.
5
)
（

2
.
6
2
)
（

1
0
6
)
（

5
6
.
4

)

注
　
１

(1
)①
の
表
と
同
じ

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

注
　
１

(1
)②
表
と
同
じ

4
0
.0
～

1
0
0
人
未
満

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

労
働
者
数
（
注
１
）

Ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用

分
（
注
４
）

企
業
数

E
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

（
注
３
）

③
　
障
害
者
の
数

法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

数

実
雇
用
率

Ｆ
÷
②

×
1
0
0

F
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

(Ｄ
+
E
)×

0
.5

（
注
２
）

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

（
注
３
）

Ａ
.重
度
身
体
障
害
者

及
び
重
度
知
的
障
害

者
（
注
３
）

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

規
模
計

31
,9
97
.0

4,
83

8
65

6
5,
24
0

70
8

37
2.

0
16
,1
12
.0

1,
27
4.
5

99
2

21
7

4,
74
9

1,
43
4

33
.0

7,
68

3.
5

70
0.
5

5,
15
4

2,
76
6

56
3.
0

8,
20

1.
5

1,
40
3.

5
（

30
,4
95
.0
）
（

4,
76
9
）
（

62
5
）
（

5,
17
6
）
（

71
5
）（

30
4.
0
） （

15
,8
48
.5
）
（

1,
24
4.
5
）
（

99
1
）
（

16
8
）
（

4,
56
2
）
（

1,
23
4
）
（

44
.0
）
（

7,
35
1.
0
）
（

73
5.
0
）
（

4,
66
9
）
（

2,
40
0
）
（

45
3.
0
）
（

7,
29
5.
5
）
（

1,
57
2.
5
）

3,
26
5.
5

49
1

75
71
5

11
7

37
.0

1,
84
9.

0
88

25
41
4

13
9

7.
0

68
8.
0

45
4

25
1

47
.0

72
8.

5
（

3,
05
3.
5
）
（

43
2
）
（

78
）
（

69
6
）
（

13
2
）（

31
.0
）（

1,
71
9.
5
）

（
69
）
（

35
）
（

36
6
）
（

14
7
）
（

5.
0
）
（

61
5.
0
）

（
42
2
）
（

26
9
）
（

56
.0
）
（

71
9.
0
）

10
0～

5,
67
2.
5

92
4

14
0

1,
12
6

12
9

83
.0

3,
22
0.

0
10

8
49

77
4

18
4

13
.0

1,
13

7.
5

92
8

31
4

14
6.
0

1,
31

5.
0

30
0人
未
満

（
5,
43
6.
5
）
（

89
5
）
（

13
7
）
（

1,
08
2
）
（

12
1
）（

62
.0
）（

3,
10
0.
5
）

（
12
3
）
（

49
）
（

77
3
）
（

17
2
）
（

23
.0
）
（

1,
16
5.
5
）

（
82
8
）
（

29
8
）
（

89
.0
）
（

1,
17
0.
5
）

30
0～
　

2,
42
1.
0

36
0

54
42
2

59
35

.0
1,
24
3.

0
53

9
40
4

73
3.
0

55
7.
0

44
6

14
2

66
.0

62
1.

0
50

0人
未
満

（
2,
44
8.
0
）
（

37
8
）
（

47
）
（

46
3
）
（

54
）（

23
.0
）（

1,
30
4.
5
）

（
58
）
（

6
）
（

39
4
）
（

59
）
（

3.
0
）
（

54
7.
0
）

（
43
8
）
（

13
6
）
（

45
.0
）
（

59
6.
5
）

50
0～
　

3,
84
9.
0

64
7

68
65
8

77
34

.0
2,
07
5.

5
93

18
52
2

11
5

4.
0

78
5.
5

73
3

22
1

68
.0

98
8.

0
10

00
人
未
満

（
5,
16
8.
0
）
（

63
7
）
（

21
1
）
（

64
4
）
（

20
5
）（

35
.0
）（

2,
24
9.
0
）

（
10
0
）
（

39
）
（

51
3
）
（

58
3
）
（

3.
0
）
（

1,
04
5.
0
）

（
70
0
）
（

1,
14
1
）
（

66
.0
）
（

1,
87
4.
0
）

1,
00

0人
以
上

16
,7
89
.0

2,
41

6
31

9
2,
31
9

32
6

18
3.

0
7,
72
4.

5
65

0
11

6
2,
63
5

92
3

6.
0

4,
51

5.
5

2,
59
3

1,
83
8

23
6.
0

4,
54

9.
0

（
14
,3
89
.0
）
（

2,
42
7
）
（

15
2
）
（

2,
29
1
）
（

20
3
）（

15
3.
0
）（

7,
47
5.
0
）

（
64
1
）
（

39
）
（

2,
51
6
）
（

27
3
）
（

10
.0
）
（

3,
97
8.
5
）

（
2,
28
1
）
（

55
6
）
（

19
7.
0
）
（

2,
93
5.
5
）

40
.0
～

 1
00
人
未
満

③
知
的
障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇
用

分 （注
５）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ＋

(ｄ
＋
ｅ)

×
0.

5
（注
２
）（
注
３
）

ｄ．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者
（注
４）

ａ.
重
度
知
的
障

害
者
（注
４）

ｃ．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

（注
４
）

④
精
神
障
害
者
の
数 ｆ．
　
計

ｃ＋
ｄ＋
ｅ×

0.
5

（注
３）

ｃ.
精
神
障
害
者

（注
４）

ｆ．
うち
新
規
雇
用

分 （注
５）

b．
　
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者
（注
４
）

ｄ．
重
度
以
外
の
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0
)
（

2
1
.
0
)
（

2
.
3
0
)
（

1
0
)（

4
7
.
6
)

サ
ー
ビ
ス
業

6
0
1

1
2
3
,
0
6
4
.
5

4
6
7

1
8
9

1
,
4
3
8

1
7
1

1
4
3

2
,
7
1
8
.
0

3
6
4
.
0

2
.
2
1

2
8
1

4
6
.
8

（
5
8
0
)（

1
1
7
,
2
7
3
.
0
)（

4
5
0
)（

1
8
9
)（

1
,
3
3
3
)（

1
4
6
)（

1
0
4
)
（

2
,
5
4
7
.
0
)
（

3
1
5
.
0
)
（

2
.
1
7
)
（

2
6
9
)（

4
6
.
4
)

注
　
１
(
1
)
①
の
表
と
同
じ

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
３
）③
　
障
害
者
の
数

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

⑤ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｆ
÷
②
×
1
0
0

F
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

(Ｄ
+
E
)×
0
.5

（
注
２
）

G
．
う
ち
新
規
雇
用

分
（
注
４
）

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神

障
害
者

（
注
３
）

E
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知
的

障
害
者
及
び
精

神
障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

① 企
業
数

金
融
業
,保
険
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱

供
給
・
水
道
業

区
分

教
育
,学
習
支
援
業

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
労
働

者
数
（
注
１
）

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

（
注
３
）

学
術
研
究
,専

門
・
技
術
サ
ー
ビ

ス
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業
,娯
楽
業

Ｂ
.重
度
身
体

障
害
者
、
重
度

知
的
障
害
者

及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

（
注
３
）

宿
泊
業
,飲
食

サ
ー
ビ
ス
業
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②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

産
業
計

3
1
,
9
9
7
.
0

4
,
8
3
8

6
5
6

5
,
2
4
0

7
0
8

3
7
2

1
6
,
1
1
2
.
0

1
,
2
7
4
.
5

9
9
2

2
1
7

4
,
7
4
9

1
,
4
3
4

3
3

7
,
6
8
3
.
5

7
0
0
.
5

5
,
1
5
4

2
,
7
6
6

5
6
3

8
,
2
0
1
.
5

1
,
4
0
3
.
5

（
3
0
,
4
9
5
.
0
)
（

4
,
7
6
9
）
（

6
2
5
）
（

5
,
1
7
6
）
（

7
1
5
）
（

3
0
4
）
（

1
5
,
8
4
8
.
5
）
（

1
,
2
4
4
.
5
）
（

9
9
1
）
（

1
6
8
）
（

4
,
5
6
2
）
（

1
,
2
3
4
）
（

4
4
）
（

7
,
3
5
1
.
0
）
（

7
3
5
.
0
）
（

4
,
6
6
9
）
（

2
,
4
0
0
）
(

4
5
3
)
（

7
,
2
9
5
.
5
）
（

1
,
5
7
2
.
5
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

農
、
林
、
漁
業

2
0
.
5

2
0

5
0

1
9
.
5

1
0

5
0

0
7
.
0

4
0

0
4
.
0

（
3
0
.
0
)
（

3
)
（

1
)
（

7
)
（

0
)
（

1
)
（

1
4
.
5
)

（
1
)
（

0
)
（

6
)
（

1
)
（

0
)
（

8
.
5
)

（
7
)
（

0
)
(

0
)
（

7
.
0
)

4
.
0

1
0

2
0

0
4
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
0

0
0
.
0

（
5
.
0
)
（

1
)
（

0
)
（

2
)
（

0
)
（

0
)
（

4
.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
.
0
)

（
1
)
（

0
)
(

0
)
（

1
.
0
)

建
設
業

5
9
5
.
0

1
5
0

9
1
4
3

7
1

4
5
6
.
0

5
1

3
2

4
1

4
5
.
5

7
3

1
9

3
9
3
.
5

（
5
6
6
.
5
)
（

1
3
8
)
（

8
)
（

1
4
3
)
（

9
)
（

1
)
（

4
3
2
.
0
)

（
7
)
（

3
)
（

3
3
)
（

5
)
（

1
)
（

5
3
.
0
)

（
6
7
)
（

1
4
)
(

1
)
（

8
1
.
5
)

製
造
業

9
,
7
7
8
.
0

1
,
8
5
1

7
6

1
,
7
7
5

5
7

1
9

5
,
5
9
1
.
0

3
8
4

1
7

1
,
6
8
9

1
0
4

3
2
,
5
2
7
.
5

1
,
5
2
6

1
2
3

2
1

1
,
6
5
9
.
5

（
9
,
5
4
3
.
0
)
（

1
,
8
8
7
)
（

6
9
)
（

1
,
8
0
1
)
（

5
2
)
（

1
5
)
（

5
,
6
7
7
.
5
)

（
3
7
3
)
（

1
9
)
（

1
,
5
8
7
)
（

7
8
)
（

2
)
（

2
,
3
9
2
.
0
)

（
1
,
3
7
0
)
（

9
0
)
(

2
7
)
（

1
,
4
7
3
.
5
)

1
3
.
0

5
0

2
0

0
1
2
.
0

0
0

1
0

0
1
.
0

0
0

0
0
.
0

（
1
3
.
0
)
（

5
)
（

0
)
（

2
)
（

0
)
（

0
)
（

1
2
.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

1
)
（

0
)
（

0
)
（

1
.
0
)

（
0
)
（

0
)
(

0
)
（

0
.
0
)

情
報
通
信
業

1
,
9
9
2
.
0

4
2
9

1
3

3
4
1

1
3

3
1
,
2
2
0
.
0

5
4

1
2
2

4
1

1
3
8
.
5

5
8
0

4
8

1
1

6
3
3
.
5

（
1
,
8
9
1
.
5
)
（

4
2
2
)
（

1
2
)
（

3
3
7
)
（

1
2
)
（

4
)
（

1
,
2
0
1
.
0
)

（
6
)
（

0
)
（

1
1
3
)
（

3
)
（

0
)
（

1
2
6
.
5
)

（
5
3
3
)
（

2
9
)
(

4
)
（

5
6
4
.
0
)

運
輸
業
,郵
便
業

1
,
9
5
3
.
0

3
4
1

4
0

4
8
4

3
9

1
3

1
,
2
3
2
.
0

5
7

7
2
7
9

2
9

2
4
1
5
.
5

2
3
3

6
3

1
9

3
0
5
.
5

（
1
,
9
3
4
.
5
)
（

3
4
0
)
（

4
3
)
（

4
7
3
)
（

4
1
)
（

1
2
)
（

1
,
2
2
2
.
5
)

（
6
0
)
（

6
)
（

2
8
4
)
（

3
1
)
（

3
)
（

4
2
7
.
0
)

（
2
1
3
)
（

6
3
)
(

1
8
)
（

2
8
5
.
0
)

卸
売
業
,小
売
業

4
,
5
6
7
.
0

5
3
2

7
4

6
2
6

6
9

9
5

1
,
8
4
6
.
0

2
1
5

2
2

1
,
1
0
0

1
8
0

8
1
,
6
4
6
.
0

7
5
4

2
5
9

1
2
4

1
,
0
7
5
.
0

（
4
,
3
8
7
.
5
)
（

5
2
5
)
（

6
9
)
（

6
2
8
)
（

7
6
)
（

6
2
)
（

1
,
8
1
6
.
0
)

（
2
1
7
)
（

1
7
)
（

1
,
0
7
9
)
（

1
2
1
)
（

7
)
（

1
,
5
9
4
.
0
)

（
6
7
0
)
（

2
6
0
)
(

9
5
)
（

9
7
7
.
5
)

4
0
9
.
0

8
4

8
8
4

5
3

2
6
4
.
0

4
0

5
2

3
0

6
1
.
5

7
0

1
2

3
8
3
.
5

（
3
5
5
.
0
)
（

8
0
)
（

1
0
)
（

7
5
)
（

7
)
（

2
)
（

2
4
9
.
5
)

（
4
)
（

0
)
（

4
0
)
（

1
)
（

0
)
（

4
8
.
5
)

（
4
6
)
（

1
1
)
(

0
)
（

5
7
.
0
)

不
動
産
業
,物
品
賃
貸
業

2
5
6
.
5

5
5

4
4
0

8
2

1
5
9
.
0

1
5

0
1
9

1
0

4
9
.
5

2
8

1
9

2
4
8
.
0

（
2
3
1
.
5
)
（

4
7
)
（

3
)
（

4
2
)
（

7
)
（

1
)
（

1
4
3
.
0
)

（
1
5
)
（

0
)
（

1
5
)
（

1
)
（

0
)
（

4
5
.
5
)

（
2
6
)
（

1
7
)
(

0
)
（

4
3
.
0
)

1
,
2
2
3
.
0

2
5
7

7
2
3
0

9
6

7
5
8
.
5

2
4

0
1
0
6

8
0

1
5
8
.
0

2
5
7

4
6

7
3
0
6
.
5

（
1
,
2
0
4
.
5
)
（

2
5
2
)
（

1
2
)
（

2
2
0
)
（

1
4
)
（

8
)
（

7
4
7
.
0
)

（
2
7
)
（

0
)
（

1
0
8
)
（

9
)
（

1
)
（

1
6
7
.
0
)

（
2
3
4
)
（

5
1
)
(

1
1
)
（

2
9
0
.
5
)

宿
泊
業
,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

9
1
7
.
0

7
7

2
3

1
0
1

2
6

9
2
9
5
.
5

4
5

7
7

2
0
5

6
6

2
4
0
6
.
0

1
3
1

7
3

2
3

2
1
5
.
5

（
8
6
1
.
5
)
（

8
4
)
（

2
1
)
（

7
7
)
（

2
4
)
（

1
0
)
（

2
8
3
.
0
)

（
4
7
)
（

1
9
)
（

2
2
1
)
（

6
7
)
（

1
1
)
（

3
7
3
.
0
)

（
1
2
1
)
（

7
0
)
(

2
9
)
（

2
0
5
.
5
)

6
6
6
.
5

6
0

2
4

8
6

3
8

5
2
5
1
.
5

2
5

1
2

8
2

4
7

4
1
6
9
.
5

1
1
2

1
2
4

1
9

2
4
5
.
5

（
6
1
1
.
0
)
（

5
2
)
（

2
0
)
（

8
7
)
（

3
3
)
（

4
)
（

2
2
9
.
5
)

（
2
8
)
（

1
3
)
（

7
7
)
（

4
3
)
（

3
)
（

1
6
9
.
0
)

（
1
0
0
)
（

1
0
7
)
(

1
1
)
（

2
1
2
.
5
)

3
9
2
.
5

7
1

1
5

7
1

1
4

4
2
3
7
.
0

6
2

3
3

8
0

5
1
.
0

7
4

2
9

3
1
0
4
.
5

（
3
9
4
.
0
)
（

6
8
)
（

1
2
)
（

7
8
)
（

1
7
)
（

3
)
（

2
3
6
.
0
)

（
6
)
（

2
)
（

3
0
)
（

7
)
（

0
)
（

4
7
.
5
)

（
8
3
)
（

2
6
)
(

3
)
（

1
1
0
.
5
)

医
療
,福
祉

6
,
3
3
9
.
5

5
1
5

2
8
9

6
6
1

2
9
9

1
4
5

2
,
2
0
2
.
0

1
1
6

6
5

6
5
3

9
1
6

1
1

1
,
4
1
3
.
5

7
6
5

1
,
8
3
8

2
4
2

2
,
7
2
4
.
0

（
5
,
7
1
6
.
5
)
（

4
6
7
)
（

2
6
8
)
（

6
3
7
)
（

3
1
0
)
（

1
2
7
)
（

2
,
0
5
7
.
5
)

（
1
0
4
)
（

7
8
)
（

6
1
8
)
（

8
2
1
)
（

1
5
)
（

1
,
3
2
2
.
0
)

（
6
8
9
)
（

1
,
5
4
9
)
(

1
9
8
)
（

2
,
3
3
7
.
0
)

1
5
2
.
5

2
6

1
3
1

6
6

9
0
.
0

5
2

1
6

1
1

0
3
3
.
5

2
2

5
4

2
9
.
0

（
2
0
3
.
0
)
（

3
9
)
（

1
)
（

4
1
)
（

4
)
（

6
)
（

1
2
5
.
0
)

（
5
)
（

2
)
（

2
0
)
（

9
)
（

0
)
（

3
6
.
5
)

（
3
2
)
（

9
)
(

1
)
（

4
1
.
5
)

サ
ー
ビ
ス
業

2
,
7
1
8
.
0

3
8
2

7
3

5
5
8

1
1
8

6
0

1
,
4
8
4
.
0

8
5

8
3
5
5

5
3

1
5
6
0
.
0

5
2
5

1
0
8

8
2

6
7
4
.
0

（
2
,
5
4
7
.
0
)
（

3
5
9
)
（

7
6
)
（

5
2
6
)
（

1
0
9
)
（

4
8
)
（

1
,
3
9
8
.
5
)

（
9
1
)
（

9
)
（

3
3
0
)
（

3
7
)
（

1
)
（

5
4
0
.
0
)

（
4
7
7
)
（

1
0
4
)
(

5
5
)
（

6
0
8
.
5
)

注
　
１
(
1
)
②
の
表
と
同
じ

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

教
育
・
学
習
支
援
業

ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用
分

（
注
５
）

区
分

① 障
害
者
の
数

（
注
１
）

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水

道
業

金
融
業
,保
険
業

b
．
　
重
度

身
体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者 （
注
４
）

②
身
体
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
身
体
障

害
者
（
注
４
）

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,

娯
楽
業

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者 （
注
４
）

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

（
注
４
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ
＋

e）
×
0
.5

（
注
２
）
（
注
３
）

鉱
業
,採
石
業
,砂
利
採
取

業 学
術
研
究
,専
門
・
技
術

サ
ー
ビ
ス
業

e．
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

e．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

e．
　
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者 （
注
４
）

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
知
的
障
害

者 （
注
４
）

b
．
　
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者 （
注
４
）

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

（
注
４
）

④
精
神
障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇
用

分 （
注
５
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ
＋

e）
×
0
.5

（
注
２
）
（
注
３
）

ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用
分

（
注
５
）

ｃ
.精
神
障
害
者

（
注
４
）

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
４
）

f．
　
計

ｃ
＋
d
＋
e×
0
.5

（
注
３
）
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③
　
製
造
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
（
概
況
）

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

製
造
業
計

1,
25
5

41
0,
92
5.
0

2,
23
5

21
6

4,
99
0

16
1

43
9,
77
8.
0

81
8.
5

2.
38

62
9

50
.1

〈
〉

(
1,
26
0

)
(

40
9,
82
0.
5

)
(

2,
26
0

)
(

17
8

)
(

4,
75
8

)
(

13
0

)
(

44
)

(
9,
54
3.
0

)
(

80
0.
0

)
(

2.
33

)
(

59
7

)
(

47
.4

)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

食
料
品
・
た
ば
こ

12
0

30
,3
15
.5

11
8

52
46
0

61
21

78
9.
0

61
.5

2.
60

75
62
.5

〉

(
11
8

)
(

30
,2
35
.0

)
(

11
8

)
(

46
)
(

44
7

)
(

54
)

(
15

)
(

76
3.
5

)
(

60
.0

)
(

2.
53

)
(

69
)

(
58
.5

)

繊
維
・
衣
服

12
1,
18
0.
0

7
1

9
0

0
24
.0

0.
0

2.
03

7
58
.3

(
11

)
(

1,
19
7.
5

)
(

7
)
(

0
)
(

7
)
(

0
)

(
0
)

(
21
.0

)
(

0.
0

)
(

1.
75

)
(

5
)

(
45
.5

)

木
材
・
家
具

11
5,
71
6.
5

27
4

71
0

0
12
9.
0

5.
0

2.
26

6
54
.5

(
11

)
(

5,
22
7.
0

)
(

29
)
(

2
)
(

70
)
(

0
)

(
1
)

(
13
0.
5

)
(

10
.0

)
(

2.
50

)
(

8
)

(
72
.7

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

51
6,
01
0.
0

26
3

10
8

3
0

16
4.
5

20
.0

2.
74

30
58
.8

(
56

)
(

6,
30
4.
0

)
(

29
)
(

3
)
(

10
5

)
(

3
)

(
2
)

(
16
8.
5

)
(

6.
5

)
(

2.
67

)
(

32
)

(
57
.1

)

化
学
工
業

12
4

20
,9
60
.5

89
23

23
0

13
2

43
8.
5

34
.5

2.
09

59
47
.6

(
12
4

)
(

21
,0
24
.0

)
(

87
)
(

27
)
(

23
4

)
(

9
)

(
3
)

(
44
1.
0

)
(

49
.5

)
(

2.
10

)
(

61
)

(
49
.2

)

窯
業
・
土
石

23
2,
22
9.
5

6
1

24
1

1
38
.0

5.
0

1.
70

11
47
.8

.

(
22

)
(

2,
14
9.
0

)
(

6
)
(

2
)
(

17
)
(

1
)

(
2
)

(
32
.5

)
(

1.
0

)
(

1.
51

)
(

10
)

(
45
.5

)

鉄
鋼

16
2,
17
3.
5

5
0

30
1

0
40
.5

1.
0

1.
86

12
75
.0

〉

(
15

)
(

1,
91
4.
5

)
(

6
)
(

0
)
(

29
)
(

1
)

(
1
)

(
42
.0

)
(

4.
0

)
(

2.
19

)
(

10
)

(
66
.7

)

非
鉄
金
属

21
6,
52
2.
5

27
6

79
1

2
14
0.
5

18
.5

2.
15

12
57
.1

(
23

)
(

6,
18
9.
5

)
(

23
)
(

2
)
(

82
)
(

2
)

(
1
)

(
13
1.
5

)
(

7.
0

)
(

2.
12

)
(

13
)

(
56
.5

)

金
属
製
品

13
3

15
,0
77
.0

66
12

22
6

4
3

37
3.
5

33
.0

2.
48

74
55
.6

(
13
3

)
(

14
,7
81
.0

)
(

63
)
(

9
)
(

21
0

)
(

5
)

(
3
)

(
34
9.
0

)
(

22
.5

)
(

2.
36

)
(

63
)

(
47
.4

)

電
気
機
械

22
7

11
4,
47
3.
5

71
2

40
1,
26
6

45
2

2,
75
3.
5

26
2.
0

2.
41

10
4

45
.8

(
22
6

)
(

10
8,
34
2.
5

)
(

66
3

)
(

23
)
(

1,
15
0

)
(

15
)

(
2
)

(
2,
50
7.
5

)
(

21
2.
5

)
(

2.
31

)
(

89
)

(
39
.4

)

そ
の
他
機
械

39
7

17
4,
87
8.
0

97
7

47
2,
07
8

24
10

4,
09
6.
0

32
6.
5

2.
34

18
4

46
.3

(
39
9

)
(

18
0,
36
6.
0

)
(

1,
05
0

)
(

44
)
(

2,
00
8

)
(

29
)

(
10

)
(

4,
17
1.
5

)
(

39
0.
5

)
(

2.
31

)
(

18
4

)
(

46
.1

)

そ
の
他

12
0

31
,3
88
.5

17
5

27
40
9

8
2

79
1.
0

51
.5

2.
52

55
45
.8

(
12
2

)
(

32
,0
90
.5

)
(

17
9

)
(

20
)
(

39
9

)
(

11
)

(
4
)

(
78
4.
5

)
(

36
.5

)
(

2.
44

)
(

53
)

(
43
.4

)

注
 
１

(
1
)
①
の
表
と
同
じ

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

⑤ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｆ
÷
②
×
1
0
0

G
．
う
ち
新
規
雇
用

分
（
注
４
）

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

（
注
３
）

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知
的

障
害
者
及
び
精

神
障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

（
注
３
）

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者

（
注
３
）
（
注
４
）

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者 （
注
３
）
（
注
５
）

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な

る
労
働
者
数

（
注
１
）

① 企
業
数

F
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

(Ｄ
+
E
)×
0
.5

（
注
２
）

③
　
障
害
者
の
数

E
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神

障
害
者
で
あ
る
特

定
短
時
間
労
働

者
（
注
３
）
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④
　
製
造
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
（
障
害
種
別
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

製
造
業
計

9
,
7
7
8
.
0

1
,
8
5
1

7
6

1
,
7
7
5

5
7

1
9

5
,
5
9
1
.
0

3
8
4

1
7

1
,
6
8
9

1
0
4

3
2
,
5
2
7
.
5

1
,
5
2
6

1
2
3

2
1

1
,
6
5
9
.
5

（
9
,
5
4
3
.
0
)
（

1
,
8
8
7
）
（

6
9
）
（

1
,
8
0
1
）
（

5
2
）
（

1
5
）
（

5
,
6
7
7
.
5
)
（

3
7
3
）
（

1
9
）
（

1
,
5
8
7
）
（

7
8
）
（

2
）
（

2
,
3
9
2
.
0
)
（

1
,
3
7
0
）
（

9
0
）
(

2
7
)
（

1
,
4
7
3
.
5
)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

食
料
品
・
た
ば
こ

7
8
9
.
0

8
0

1
4

8
2

1
3

9
2
6
7
.
0

3
8

8
2
6
8

4
8

3
3
7
7
.
5

1
1
0

3
0

9
1
4
4
.
5

（
7
6
3
.
5
)
（

7
5
)
（

1
5
)
（

8
9
)
（

9
)
（

5
)
（

2
6
1
.
0
)
（

4
3
)
(

1
0
)
(

2
5
9
)
(

4
5
)
（

1
)
（

3
7
8
.
0
)
（

9
9
)
(

2
1
)
(

9
)
（

1
2
4
.
5
)

繊
維
工
業

2
4
.
0

6
1

7
0

0
2
0
.
0

1
0

1
0

0
3
.
0

1
0

0
1
.
0

（
2
1
.
0
)
（

6
)
（

0
)
（

6
)
（

0
)
（

0
)
（

1
8
.
0
)
（

1
)
(

0
)
(

1
)
(

0
)
（

0
)
（

3
.
0
)
（

0
)
(

0
)
(

0
)
（

0
.
0
)

木
材
・
家
具

1
2
9
.
0

2
5

2
1
9

0
0

7
1
.
0

2
0

2
6

0
0

3
0
.
0

2
6

2
0

2
8
.
0

（
1
3
0
.
5
)
（

2
6
)
（

1
)
（

1
8
)
（

0
)
（

0
)
（

7
1
.
0
)
（

3
)
(

0
)
(

2
6
)
(

0
)
（

0
)
（

3
2
.
0
)
（

2
6
)
(

1
)
(

1
)
（

2
7
.
5
)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

1
6
4
.
5

1
7

1
2
3

3
0

5
9
.
5

9
1

5
7

0
0

7
6
.
0

2
8

1
0

2
9
.
0

（
1
6
8
.
5
)
（

1
7
)
（

1
)
（

3
2
)
（

2
)
（

0
)
（

6
8
.
0
)
（

1
2
)
(

0
)
(

5
1
)
(

1
)
（

0
)
（

7
5
.
5
)
（

2
2
)
(

2
)
(

2
)
（

2
5
.
0
)

化
学
工
業

4
3
8
.
5

7
5

8
6
6

6
1

2
2
7
.
5

1
4

0
7
9

7
0

1
1
0
.
5

8
5

1
5

1
1
0
0
.
5

（
4
4
1
.
0
)
（

7
2
)
（

8
)
（

7
3
)
（

4
)
（

1
)
（

2
2
7
.
5
)
（

1
5
)
(

0
)
(

8
2
)
(

5
)
（

0
)
（

1
1
4
.
5
)
（

7
9
)
(

1
9
)
(

2
)
（

9
9
.
0
)

窯
業
・
土
石

3
8
.
0

6
0

1
2

1
1

2
5
.
0

0
0

1
0

0
1
.
0

1
1

1
0

1
2
.
0

（
3
2
.
5
)
（

6
)
（

1
)
（

1
0
)
（

1
)
（

2
)
（

2
4
.
5
)
（

0
)
(

0
)
(

0
)
(

0
)
（

0
)
（

0
.
0
)
（

7
)
(

1
)
(

0
)
（

8
.
0
)

鉄
鋼

4
0
.
5

4
0

1
4

1
0

2
2
.
5

1
0

9
0

0
1
1
.
0

7
0

0
7
.
0

（
4
2
.
0
)
（

5
)
（

0
)
（

1
4
)
（

1
)
（

1
)
（

2
5
.
0
)
（

1
)
(

0
)
(

8
)
(

0
)
（

0
)
（

1
0
.
0
)
（

7
)
(

0
)
(

0
)
（

7
.
0
)

非
鉄
金
属

1
4
0
.
5

2
5

3
3
6

1
1

9
0
.
0

2
0

1
2

0
0

1
6
.
0

3
1

3
1

3
4
.
5

（
1
3
1
.
5
)
（

2
2
)
（

2
)
（

4
1
)
（

0
)
（

0
)
（

8
7
.
0
)
（

1
)
(

0
)
(

1
3
)
(

2
)
（

0
)
（

1
6
.
0
)
（

2
8
)
(

0
)
(

1
)
（

2
8
.
5
)

金
属
製
品

3
7
3
.
5

4
5

7
6
6

1
2

1
6
4
.
5

2
1

0
1
0
0

3
0

1
4
3
.
5

6
0

5
1

6
5
.
5

（
3
4
9
.
0
)
（

4
4
)
（

8
)
（

7
2
)
（

3
)
（

1
)
（

1
7
0
.
0
)
（

1
9
)
(

0
)
(

8
5
)
(

2
)
（

0
)
（

1
2
4
.
0
)
（

5
3
)
(

1
)
(

2
)
（

5
5
.
0
)

電
気
機
械

2
,
7
5
3
.
5

6
3
8

1
5

5
7
9

1
5

0
1
,
8
7
7
.
5

7
4

1
3
5
3

3
0

0
5
1
7
.
0

3
3
4

2
4

2
3
5
9
.
0

（
2
,
5
0
7
.
5
)
（

5
8
4
)
（

1
2
)
（

5
3
3
)
（

9
)
（

1
)
（

1
,
7
1
8
.
0
)
（

7
9
)
(

1
)
(

3
3
9
)
(

6
)
（

0
)
（

5
0
1
.
0
)
（

2
7
8
)
(

1
0
)
(

1
)
（

2
8
8
.
5
)

そ
の
他
機
械

4
,
0
9
6
.
0

8
0
0

1
9

7
2
0

1
3

5
2
,
3
4
8
.
0

1
7
7

4
6
2
8

1
1

0
9
9
1
.
5

7
3
0

2
4

5
7
5
6
.
5

（
4
,
1
7
1
.
5
)
（

8
9
7
)
（

1
8
)
（

7
6
3
)
（

1
8
)
（

2
)
（

2
,
5
8
5
.
0
)
（

1
5
3
)
(

4
)
(

5
6
7
)
(

1
1
)
（

1
)
（

8
8
3
.
0
)
（

6
7
8
)
(

2
2
)
(

7
)
（

7
0
3
.
5
)

そ
の
他

7
9
1
.
0

1
3
0

6
1
5
1

3
0

4
1
8
.
5

4
5

3
1
5
5

5
0

2
5
0
.
5

1
0
3

1
8

2
1
2
2
.
0

（
7
8
4
.
5
)
（

1
3
3
)
（

3
)
（

1
5
0
)
（

5
（

2
)
（

4
2
2
.
5
)
（

4
6
)
(

4
)
(

1
5
6
)
(

6
)
（

0
)
（

2
5
5
.
0
)
（

9
3
)
(

1
3
)
(

2
)
（

1
0
7
.
0
)

注
　
１
(
1
)
②
の
表
と
同
じ

e．
　
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働

者 （
注
４
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ

＋
e）
×
0
.5

（
注
２
）
（
注
３
）

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
知
的
障
害

者 （
注
４
）

b
．
　
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
４
）

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

（
注
４
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ
＋

e）
×
0
.5

（
注
２
）
（
注
３
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

e．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

区
分

②
身
体
障
害
者
の
数

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

（
注
４
）

① 障
害
者
の
数

（
注
１
）

ａ
.重
度
身
体
障
害

者
（
注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

e．
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ
.精
神
障
害
者

（
注
４
）

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者
（
注
４
）

f．
　
計

ｃ
＋
d
＋
e×
0
.5

（
注
３
）

b
．
　
重
度

身
体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
４
）
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(4
) 
障
害
者
不
足
数
階
級
別
の
法
定
雇
用
率
未
達
成
企
業
数

0
.5
人
又
は
１
人
1
.5
人
又
は
2
人
2
.5
人
又
は
3
人
3
.5
人
又
は
4
人

4
.5
人
以
上

9
人
以
下

9
.5
人
以
上

2
0
人
以
下

2
0
.5
人
以
上

5
0
人
以
下

5
0
.5
人
以
上

規
模
計

3
,2

3
7

2
,0

7
5

6
8
0

2
2
7

1
3
1

1
1
3

9
2

0
1
,8

7
1

(1
00
.0
%)

(6
4.
1%
)

(2
1.
0%
)

(7
.0
%)

(4
.0
%)

(3
.5
%)

(0
.3
%)

(0
.1
%)

(0
.0
%)

(5
7.
8%
)

4
0
-
1
0
0
人
未
満

1
,8

4
0

1
,6

4
6

1
9
4

－
－

－
－

－
－

1
,6

8
4

(1
00
.0
%)

(8
9.
5%
)

(1
0.
5%
)

－
－

－
－

－
－

(9
1.
5%
)

1
0
0
-
3
0
0
人
未
満

9
9
2

3
5
4

4
2
4

1
4
9

4
9

1
6

－
－

－
1
8
6

(1
00
.0
%)

(3
5.
7%
)

(4
2.
7%
)

(1
5.
0%
)

(4
.9
%)

(1
.6
%)

－
－

－
(1
8.
8%
)

3
0
0
-
5
0
0
人
未
満

1
8
9

4
2

3
3

4
9

3
6

2
9

－
－

－
1

(1
00
.0
%)

(2
2.
2%
)

(1
7.
5%
)

(2
5.
9%
)

(1
9.
0%
)

(1
5.
3%
)

－
－

－
(0
.5
%)

5
0
0
-
1
0
0
0
人
未
満

1
2
6

2
2

2
3

1
4

3
1

3
5

1
－

－
0

(1
00
.0
%)

(1
7.
5%
)

(1
8.
3%
)

(1
1.
1%
)

(2
4.
6%
)

(2
7.
8%
)

(0
.8
%)

－
－

(0
.0
%)

1
,0
0
0
人
以
上

9
0

1
1

6
1
5

1
5

3
3

8
2

－
0

(1
00
.0
%)

(1
2.
2%
)

(6
.7
%)

(1
6.
7%
)

(1
6.
7%
)

(3
6.
7%
)

(8
.9
%)

(2
.2
%)

－
(0
.0
%)

注
１

　
上
段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

２

区
分

①
法
定
雇
用
率

未
達
成
企
業

の
数

②
不
足
数

③
障
害
者
の

数
が
0
人
で

あ
る
企
業
数

　
②
欄
の
「
不
足
数
」
と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。
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(5
) 
身
体
障
害
者
の
部
位
別
雇
用
状
況

①
　
概
況

③
　
産
業
別
の
雇
用
状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

68
6

1,
47
5

12
7

4,
37
0

3,
84
8

10
,5
06

0
0

0
4

3
7

（
67
7
)
（

1,
45
3
)
（

12
2
)
（

4,
48
1
)
(

3,
77
3
)
（

10
,5
06
)

（
0
)
（

0
)
（

0
)
（

6
)
(

6
)
（

12
)

注
　
「
身
体
障
害
者
計
」
欄
に
は
、
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数
に
つ
い
て
未
記
入
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
。

鉱
業
,採
石
業
,

0
0

0
1

1
2

砂
利
採
取
業

②
　
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

（
0
)
（

0
)
（

0
)
（

1
)
(

1
)
（

2
)

建
設
業

10
14

4
12
5

12
5

27
8

　 （
13
)
（

14
)
（

3
)
（

14
2
)
(

10
3
)
（

27
5
)

製
造
業

17
6

69
8

41
1,
40
8

1,
15
1

3,
47
4

人
人

人
人

人
人

4
0
.0
～

53
10
7

19
44
8

49
7

1,
12
4

（
17
7
)
（

71
2
)
（

38
)
（

1,
47
6
)
(

1,
16
9
)
（

3,
57
2
)

1
0
0
人
未
満
　

　
0

1
0

3
3

7

（
58
)
（

99
)
（

15
)
（

48
5
)
(

47
1
)
（

1,
12
8
)

（
0
)
（

1
)
（

0
)
（

3
)
(

3
)
（

7
)

1
0
0
～

90
21
6

24
83
3

78
5

1,
94
8

情
報
通
信
業

70
11
0

7
32
3

24
3

75
3

3
0
0
人
未
満

（
90
)
（

21
2
)
（

21
)
（

84
6
)
(

74
7
)
（

1,
91
6
)

（
66
)
（

10
7
)
（

7
)
（

34
5
)
(

23
2
)
（

75
7
)

運
輸
業
,郵
便
業

14
57

11
34
2

34
8

77
2

3
0
0
～

39
87

10
37
3

30
5

81
4

　

5
0
0
人
未
満

（
15
)
（

54
)
（

9
)
（

34
9
)
(

34
0
)
（

76
7
)

（
41
)
（

97
)
（

7
)
（

39
4
)
(

30
1
)
（

84
0
)

卸
売
業
,小
売
業

72
11
3

13
49
0

49
2

1,
18
0

5
0
0
～

91
16
9

8
54
2

49
1

1,
30
1

（
78
)
（

11
0
)
（

11
)
（

50
2
)
(

46
4
)
（

1,
16
5
)

1
0
0
0
人
未
満

金
融
業
,保
険
業

14
32

1
75

62
18
4

（
11
5
)
（

21
9
)
（

20
)
（

67
0
)
(

53
4
)
（

1,
55
8
)

（
14
)
（

30
)
（

2
)
（

67
)
(

58
)
（

17
1
)

1
,0
0
0
人
以
上

41
3

89
6

66
2,
17
4

1,
77
0

5,
31
9

不
動
産
業
,物
品
賃
貸
業

6
11

1
38

44
10
0

（
37
3
)
（

82
6
)
（

59
)
（

2,
08
6
)
(

1,
72
0
)
（

5,
06
4
)

（
2
)
（

12
)
（

1
)
（

38
)
(

39
)
（

92
)

注
　
１
(5
)①
の
表
と
同
じ
。

36
47

8
22
1

16
6

47
8

　 （
33
)
（

46
)
（

7
)
（

20
9
)
(

19
3
)
（

48
8
)

8
37

3
84

85
21
7

（
4
)
（

34
)
（

4
)
（

70
)
(

81
)
（

19
3
)

11
27

0
94

53
18
5

（
7
)
（

19
)
（

0
)
（

79
)
(

51
)
（

15
6
)

教
育
,学
習
支
援
業

12
7

1
73

67
16
0

（
13
)
（

6
)
（

0
)
（

75
)
(

68
)
（

16
2
)

医
療
,福
祉

21
0

20
4

23
64
2

51
7

1,
59
6

　 （
21
0
)
（

19
0
)
（

28
)
（

67
7
)
(

49
2
)
（

1,
59
7
)

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

2
11

4
20

27
64

（
5
)
（

12
)
（

1
)
（

30
)
(

36
)
（

84
)

サ
ー
ビ
ス
業

45
10
6

10
42
7

46
1

1,
04
9

（
40
)
（

10
6
)
（

11
)
（

41
2
)
(

43
7
)
（

1,
00
6
)

注
　
１
(5
)①
の
表
と
同
じ
。

※
実
人
数

※
実
人
数

※
実
人
数

内
部
障
害
者

身
体
障
害
者
計

区
分

視
覚
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

肢
体
不
自
由
者

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

区
分

民
間
企
業

農
、
林
、
漁
業

肢
体
不
自
由
者

内
部
障
害
者

身
体
障
害
者
計

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給

・
水
道
業

学
術
研
究
,

専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
,

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,

娯
楽
業

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

区
分

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

視
覚
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

身
体
障
害
者
計

内
部
障
害
者

肢
体
不
自
由
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

視
覚
障
害
者
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詳
細
表

(
1
)
 
都
道
府
県
の
機
関
（
法
定
雇
用
率

2
.
8
％
）

①
　
概
況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機
関

％
6

1
2
,
3
9
2
.
5

7
3

5
9

1
6
1

3
1

3
3
8
3
.
0

4
3
.
5

3
.
0
9

4
6
6
.
7

県
の
機
関

（
5
)
（

1
1
,
7
6
1
.
0
)
（

7
7
)
（

6
1
)
（

1
4
8
)
（

2
8
)
（

1
)
（

3
7
7
.
5
)
（

4
8
.
5
)
（

3
.
2
1
)
（

5
)
（
1
0
0
.
0
)

②
　
障
害
種
別
在
職
状
況

注
1

注
1 2

2
3 4

3
5

4
6

5
7

6

　
間
以
上

2
0
時
間
未
満
の
職
員
で
あ
る
。

　
　
②
③
④

g欄
の
「
う
ち
新
規
雇
用
分
」
は
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら

　
れ
た
障
害
者
数
で
あ
る
。

　
　
（
　
　
　
）
内
は
、
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。

　
　
こ
の
集
計
は
、
令
和
７
年

1
1
月

2
8
日
時
点
の
集
計
結
果
に
基
づ
き
作
成
し
た
。

　
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

2
0
時
間
以
上

3
0
時
間
未
満
の
職
員
、
②
③
④
の

e欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

1
0
時

　
　
①
欄
の
「
障
害
者
の
数
」
と
は
②
③
④

f欄
の
計
で
あ
る
。

　
　
②
③

a欄
の
重
度
障
害
者
に
つ
い
て
は
法
令
上
、
１
人
を
２
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
②
③

f欄
の
計
を
算
出
す

　
る
に
当
た
り
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

　
　
法
令
上
、
②
③
ｄ
欄
の
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
並
び
に

 ②
③
④

e欄
の
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、

　
　

G
欄
の
「
う
ち
新
規
雇
用
分
」
は
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た

　
障
害
者
数
で
あ
る
。

　
　
（
　
）
内
は
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。

　
　
こ
の
集
計
は
、
令
和
７
年

1
1
月

2
8
日
時
点
の
集
計
結
果
に
基
づ
き
作
成
し
た
。

〔
2
(1

)①
表
の
注
〕

　
3
0
時
間
未
満
の
職
員
、

E
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

1
0
時
間
以
上

2
0
時
間
未
満
の
職
員
で
あ
る
。

　
１
人
を
１
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
　

　
　

A
、

C
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

3
0
時
間
以
上
の
職
員
、

B
、

D
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

2
0
時
間
以
上

　
　
②
欄
の
「
法
定
雇
用
障
害
者
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
数
」
と
は
、
職
員
総
数
か
ら
除
外
職
員
数
及
び
除
外
率
相

  
 当
職
員
数
（
旧
除
外
職
員
が
職
員
総
数
に
占
め
る
割
合
を
元
に
設
定
し
た
除
外
率
を
乗
じ
て
得
た
数
）
を
除
い
た
職
員
数

  
 で
あ
る
。

　
　
法
令
上
、
③
Ａ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
及
び
重
度
知
的
障
害
者
」
に
つ
い
て
は
、
１
人
を
２
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

　
お
り
、
Ｆ
欄
の
計
を
算
出
す
る
に
当
た
り
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
を
行
い
、
Ｄ
欄
の
「
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で

　
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
」
及
び

E
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間

　
勤
務
職
員
」
に
つ
い
て
は
、
１
人
を

0
.5
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、

F
欄
の
計
を
算
出
す
る
に
当
た
り

0
.5
カ
ウ
ン
ト
と

G
．
う
ち
新
規
雇
用

分
　
（
注
４
）

E
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
勤
務
職
員

（
注
３
）

〔
2
(1

)②
表
の
注
〕

　
し
て
い
る
。

　
 　
た
だ
し
、
Ｂ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
つ
い
て
は
、

 １
人
を

0
.5
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
②
③
④
ｆ欄
を
算
出
す
る
に
当
た
り

0
.5
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

 　
た
だ
し
、
②
③

b
欄
及
び
④
ｄ
欄
の
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員

 に
つ
い
て
は

1
人
を
１
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

　
　
②
③
の

a、
c欄
及
び
④

c欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

3
0
時
間
以
上
の
職
員
、
②
③
の

b
、

d
欄
及
び
④

d
欄
は

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
職

員
数
（
注
１
）

③
　
障
害
者
の
数

⑥

機
関
数

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者
（
注
３
）

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員
（
注
３
）

Ｄ
.重
度
以
外

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

（
注
３
）

F
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

(Ｄ
+
E
)×

0
.5

（
注
２
）

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者
（
注
３
）

実
雇
用
率

F
÷
②

×
1
0
0
法
定
雇
用

率
達
成
機

関
の
数

法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

割
合

２
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
在
職
状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

38
3.
0

73
14

10
0

21
3

27
2.
0

14
.5

0
0

2
10

0
7.
0

2.
0

59
45

0
10

4.
0

27
.0

（
37
7.

5
）
（

77
）
（

16
）
（

10
3
）
（

21
）
（

1
）
（

28
4.
0
）
（

11
.0
）
（

0
）
（

1
）
（

1
）
（

7
）
（

0
）
（

5.
5
）
（

2.
5
）
（

44
）
（

44
）
（

0
）
（

88
.0
）
（

35
.0
）

県
の
機
関

ａ.
重
度
知
的
障

害
者

（注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員
（注

４
）

ｃ．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

（注
４
）

e．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員
（注
４
）

区
分

① 障
害
者
の
数

（注
１
）

③
知
的
障
害
者
の
数

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ＋
（ｄ

＋
e）

×
0.

5
（注
２
）（
注
３
）

g．
う
ち
新
規
雇

用
分
（注
５
）

g．
う
ち
新
規
雇

用
分
（注
５
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

＋
（ｄ
＋

e）
×

0.
5
（注
２
）（
注
３
）

ｄ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員
（注

４
）

e．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員
（注
４
）

b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員
（注
４
）

②
身
体
障
害
者
の
数

ａ.
重
度
身
体
障

害
者

（注
４
）

b．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員
（注
４
）

ｃ．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

（注
４
）

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ.
精
神
障
害
者

（注
４
）

ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
勤
務
職
員

（注
４
）

f．
　
計

ｃ
＋
d＋
e×
0.
5

（注
３
）

g．
う
ち
新
規
雇

用
分
（注
５
）

e．
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
勤
務
職

員
（注
４
）

【
参
考
】
都
道
府
県
の
機
関
に
お
け
る
障
害
部
位
別
の
雇
用
身
体
障
害
者
数

※
実
人
数

視
力
障
害
視
野
障
害

上
肢
不
自
由
下
肢
不
自
由
体
幹
機
能
障
害
上
肢
機
能
障
害
移
動
機
能
障
害
心
臓
機
能
障
害
じ
ん
臓
機
能
障
害
呼
吸
器
機
能
障
害

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害
小
腸
機
能
障
害
免
疫
機
能
障
害
肝
臓
機
能
障
害

21
1

28
10

0
33

64
5

5
4

31
13

0
6

0
3

0

内
部
障
害

9

都
道
府
県

の
機
関

計
視
覚
障
害

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く

機
能
障
害

肢
体
不
自
由
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(
2
)
 
市
町
村
等
の
機
関
（
法
定
雇
用
率

2
.
8
％
）

①
　
概
況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機
関

％

3
7

1
0
3
,
7
0
3
.
0

5
3
2

2
0
1

1
,
2
5
0

7
3

2
0

2
,
5
6
1
.
5

2
8
8
.
0

2
.
4
7

2
5

6
7
.
6

<
>

（
3
8
）
（

8
9
,
9
2
0
.
0
）
（

5
3
9
）
（

1
6
7
）
（

1
,
2
3
0
）
（

6
1
）
（

1
5
）
（

2
,
5
1
3
.
0
）
（

2
7
7
.
0
）
（

2
.
7
9
）
（

2
3
）
（

6
0
.
5
）

②
　
障
害
種
別
在
職
状
況

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員

数
（
注
１
）

機
関
数

実
雇
用
率

F
÷
②
×
1
0
0

注
　
２
(１
)➀
の
表
と
同
じ

注
　
２
(１
)➁
の
表
と
同
じ

市
町
村
等

の
機
関

区
分

⑥
法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

数

法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

割
合

G
．
う
ち
新
規
雇
用

分
　
（
注
４
）

E
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時

間
勤
務
職
員

（
注
３
）

Ｄ
.重
度
以
外
身

体
障
害
者
及
び

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員
（
注
３
）

③
　
障
害
者
の
数

F
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
(Ｄ

+
E
)×
0
.5

（
注
２
）

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

（
注
３
）

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員
（
注
３
）

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

（
注
３
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

2,
56
1.

5
52
8

44
58
7

56
11

1,
72
0.
5

11
5.
0

4
1

14
2

17
0

15
9.
5

25
.0

52
1

15
6

9
68
1.

5
14
8.
0

（
2,
51
3.
0
）
（

53
7
）
（

42
）
（

59
5
）
（

44
）
（

7
）
（

1,
73
6.
5
）
（

11
0.
0
）
（

2
）
（

1
）
（

15
2
）
（

17
）
（

0
）
（

16
5.
5
）
（

26
.5
）
（

48
3
）
（

12
4
）
（

8
）
（

61
1.

0
）
（

14
0.
5
）

市
町
村
等

の
機
関

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ.
精
神
障
害
者

（注
４
）

ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
勤
務
職
員

（注
４
）

f．
　
計

ｃ＋
d＋
e×
0.
5

（注
３
）

g．
う
ち
新
規
雇

用
分
（注

５
）

e．
精
神
障
害
者

で
あ
る
特
定
短

時
間
勤
務
職
員

（注
４
）

区
分

②
身
体
障
害
者
の
数

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ＋

（ｄ
＋
e）
×
0.
5

（注
２
）（
注
３
）

b．
　
重
度
身

体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員
（注

４
）

ｃ．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

（注
４
）

① 障
害
者
の
数

（注
１
）

g．
う
ち
新
規
雇
用

分
（注

５
）

ａ.
重
度
身
体

障
害
者

（注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員
（注

４
）

e．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員
（注

４
）

ａ.
重
度
知
的

障
害
者

（注
４
）

③
知
的
障
害
者
の
数

b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員
（注

４
）

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ＋

（ｄ
＋
e）
×
0.
5

（注
２
）（
注
３
）

g．
う
ち
新
規
雇

用
分
（注

５
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員
（注

４
）

e．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員
（注

４
）

ｃ．
重
度
以
外

の
知
的
障
害

者
（注

４
）

【
参
考
】
市
町
村
等
の
機
関
に
お
け
る
障
害
部
位
別
の
雇
用
身
体
障
害
者
数

※
実
人
数

視
力
障
害
視
野
障
害

上
肢
不
自
由
下
肢
不
自
由
体
幹
機
能
障
害
上
肢
機
能
障
害
移
動
機
能
障
害
心
臓
機
能
障
害
じ
ん
臓
機
能
障
害
呼
吸
器
機
能
障
害

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害
小
腸
機
能
障
害
免
疫
機
能
障
害
肝
臓
機
能
障
害

1,
22
6

50
43

2
16
1

34
7

50
47

25
20
3

8
5

5
48

5
7

7

内
部
障
害

14
1

市
町
村
等

の
機
関

計
視
覚
障
害

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く

機
能
障
害

肢
体
不
自
由
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①
　
概
況

①
④

⑤

法
人

人
人

人
人

人
人

人
人

％
法
人

％

7
6
,
6
8
8
.
0

1
8

3
0

8
6

6
0

1
5
5
.
0

2
5
.
0

2
.
3
2

5
7
1
.
4

<

（
7
)（

5
,
9
1
3
.
0
)（

1
9
)
（

3
6
)（

8
0
)（

6
)（

2
)
（

1
5
8
.
0
)
（

2
2
.
5
)
(

2
.
6
7
）
（

5
)（

7
1
.
4
)

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

 ※
「
計
」
欄
に
は
、
障
害
部
位
別
の
雇
用
身
体
障
害
者
数
に
つ
い
て
未
記
入
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
。

地
方
独
立

行
政
法
人

等

Ｂ
.重
度
身
体

障
害
者
、
重

度
知
的
障
害

者
及
び
精
神

障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
労

働
者
数
（
注
１
）

区
分

Ｄ
.重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
及
び
知
的

障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

法
人
数

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

（
注
３
）

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神

障
害
者

（
注
３
）

F
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
(Ｄ

+
E
)×
0
.5

（
注
２
）

実
雇
用
率

F
÷
②
×
1
0
0

※
「
地
方
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
２
の
第
９
号
及
び
第

1
0
号
ま
で
の
法
人
を
指
す
。

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
法
人
の

割
合

法
定
雇
用
率

達
成
法
人
の

数
G
．
う
ち
新
規
雇
用
分

（
注
４
）

③
　
障
害
者
の
数
E
.重
度
身
体

障
害
者
、
重
度

知
的
障
害
者

及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
特

定
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

３
地
方
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
雇
用
状
況
（
法
定
雇
用
率
２
．
８
％
）

【参
考
】独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
障
害
部
位
別
の
雇
用
身
体
障
害
者
数

※
実
人
数

計
視
覚
障
害

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害

音
声
・言
語

・そ
し
ゃ
く

機
能
障
害

肢
体
不
自
由

内
部
障
害

54
5

9
0

21
19

独
立
行
政
法
人
等

〔３
①
表
の
注
〕

注
1
②
欄
の
「法
定
雇
用
障
害
者
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
労
働
者
数
」と
は
、
常
用
労
働
者
総
数
か
ら
除
外
率
相
当
数

（身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
が
就
業
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
種
が
相
当
の
割

合
を
占
め
る
業
種
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
率
を
乗
じ
て
得
た
数
）
を
除
い
た
労
働
者
数
で
あ
る
。

2
法
令
上
、
③
Ａ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
及
び
重
度
知
的
障
害
者
」に
つ
い
て
は
、
１
人
を
２
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
お
り
、
Ｆ
欄
の
計
を
算
出
す
る
に
当
た
り
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
を
行
い
、
Ｄ
欄
の
「
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知
的

障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」及
び
E
欄
の
「重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特

定
短
時
間
労
働
者
」に
つ
い
て
は
、
１
人
を
0.
5人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
Ｆ
欄
の
計
を
算
出
す
る
に
当
た
り
0.
5
カ

ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
Ｂ
欄
の
「重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」に
つ
い
て
は
、

１
人
を
１
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

3
Ａ
、
Ｃ
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上
の
労
働
者
、
B
、
D
欄
は
1週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間

以
上
30
時
間
未
満
の
労
働
者
、
Ｅ
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
10
時
間
以
上
20
時
間
未
満
の
労
働
者
で
あ
る
。

4
G
欄
の
「う
ち
新
規
雇
用
分
」は
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら

れ
た
障
害
者
数
で
あ
る
。

5
（
）内
は
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。

〔３
②
表
の
注
〕

注
1
①
欄
の
「障
害
者
の
数
」と
は
②
③
④
f欄
の
計
で
あ
る
。

2
②
③
ａ
欄
の
重
度
障
害
者
に
つ
い
て
は
法
令
上
、
1人
を
2人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
②
③
ｆ欄
の
計
を
算
出
す
る
に
当

た
り
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

3
法
令
上
、
②
③
ｄ
欄
の
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
並
び
に
②
③
④
ｅ
欄
の
重
度
身
体

障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
1人
を
0
.5
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
お
り
、
②
③
④
ｆ欄
を
算
出
す
る
に
当
た
り
0.
5カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
②
③
ｂ
欄
及
び
④
ｄ
欄
の
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
１
人
を
１
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

4
②
③
の
ａ
，
ｃ
欄
及
び
④
の
ｃ
欄
は
1週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上
の
労
働
者
、
②
③
の
ｂ
，
ｄ
欄
及
び
④
の
ｄ
欄
は
1週
間

の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
30
時
間
未
満
の
労
働
者
、
②
③
④
の
e欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
10
時
間
以
上
20
時

間
未
満
の
労
働
者
で
あ
る
。

5
②
③
④
ｇ
欄
の
「
う
ち
新
規
雇
用
分
」は
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
障
害

者
数
で
あ
る
。

6
（
）
内
は
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。
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地
方
独
立

行
政
法
人
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害
者
の
数

（注
１
）

③
知
的
障
害
者
の
数

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

＋
（ｄ
＋
e）
×

0.
5
（注
２
）（
注
３
）

②
身
体
障
害
者
の
数

ｇ
．
う
ち
新
規
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用
分
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５
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ｇ
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う
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規

雇
用
分
（注
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ｄ
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重
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知
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障
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短
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４
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e．
重
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４
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外
の
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身
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４
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ａ.
重
度
身
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障
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４
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重
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知
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障
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あ
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特
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短
時
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労
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４
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ｄ
．
重
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外
の
身
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障

害
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あ
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短
時
間
労
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４
）

ｃ．
重
度
以

外
の
知
的

障
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（注
４
）
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２
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ｂ
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×
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5
（注
２
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注
３
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度
知
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度

知
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④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ.
精
神
障
害
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）

ｄ
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精
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障
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で
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短
時
間
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者
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４
）

f．
　
計
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e×
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精
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で
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特
定
短
時
間

労
働
者

（注
４
）
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　（１） 県の機関の状況（法定雇用率2.8％）

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 12,392.5 383.0 3.09 2.0

神奈川県知事部局 8,732.0 263.0 3.01 0.0 注4

神奈川県企業庁 1,005.0 34.0 3.38 0.0

神奈川県内広域水道企業団 278.0 6.0 2.16 1.0 注5

神奈川県議会議会局 82.0 3.0 3.66 0.0

神奈川県警察本部 2,230.0 77.0 3.45 0.0

神奈川県川崎競馬組合 65.5 0.0 0.00 1.0

注　1

2

3

4

5

6

　（２） 県の教育委員会の状況（法定雇用率2.7％）

①
法定雇用障害者数の算

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 27,973.5 677.0 2.42 78.0

神奈川県教育委員会 27,973.5 677.0 2.42 78.0

注　1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数
に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者
については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントと
している。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　この集計は、令和7年11月28日時点の集計結果に基づき作成した。

　神奈川県内広域水道企業団においては、７月１日時点において、障害者の数7.0人、実雇用率2.52％、不足数0.0人となっている。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受
けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数
に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　この集計は、令和７年11月28日時点の集計結果に基づき作成した。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者
については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントと
している。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。
　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

４ 公的機関の状況

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

神奈川県知事部局 神奈川県監査事務局

　　　　特例認定一覧
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①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 103,703.0 2,561.5 2.47 358.0
横浜市 46,344.5 1,051.5 2.27 245.5 特例認定あり(注４)

川崎市 18,955.0 481.5 2.54 48.5 特例認定あり(注４)

相模原市 8,595.0 226.0 2.63 14.0 特例認定あり(注４)

横須賀市 3,407.0 96.0 2.82 0.0 特例認定あり(注４)

平塚市 2,433.0 65.0 2.67 3.0 特例認定あり(注４)、注５

鎌倉市 1,293.0 39.0 3.02 0.0 特例認定あり(注４)

藤沢市 4,250.5 123.0 2.89 0.0 特例認定あり(注４)

小田原市 2,356.5 55.0 2.33 10.0 特例認定あり(注４)

茅ヶ崎市 2,315.5 60.0 2.59 4.0 特例認定あり(注４)

逗子市 612.0 17.0 2.78 0.0 特例認定あり(注４)

三浦市 398.0 14.0 3.52 0.0 特例認定あり(注４)

秦野市 1,253.5 30.5 2.43 4.5 特例認定あり(注４)

厚木市 2,370.0 49.5 2.09 16.5 特例認定あり(注４)

大和市 1,807.0 41.0 2.27 9.0 特例認定あり(注４)

伊勢原市 780.5 21.0 2.69 0.0 特例認定あり(注４)

海老名市 955.5 30.0 3.14 0.0 特例認定あり(注４)

座間市 1,023.5 28.5 2.78 0.0 特例認定あり(注４)

南足柄市 401.5 12.0 2.99 0.0 特例認定あり(注４)

綾瀬市 674.0 20.0 2.97 0.0 特例認定あり(注４)

葉山町 363.0 11.5 3.17 0.0
寒川町 404.5 13.0 3.21 0.0 特例認定あり(注４)

大磯町 321.5 9.0 2.80 0.0 特例認定あり(注４)

二宮町 224.5 7.0 3.12 0.0
中井町 115.0 4.0 3.48 0.0
大井町 178.5 4.0 2.24 0.0
松田町 131.0 5.0 3.82 0.0
山北町 121.0 2.0 1.65 1.0
開成町 158.0 4.0 2.53 0.0
箱根町 376.0 9.0 2.39 1.0 特例認定あり(注４)

真鶴町 100.5 3.0 2.99 0.0
湯河原町 192.0 5.0 2.60 0.0
愛川町 390.5 10.5 2.69 0.0 特例認定あり(注４)

清川村 91.0 2.0 2.20 0.0
三浦市立病院 163.5 6.0 3.67 0.0

高座清掃施設組合 45.5 5.0 10.99 0.0
山北町教育委員会 62.0 0.0 0.00 1.0 注５

川崎市議会局 39.5 1.0 2.53 0.0

（３） 市町村等の機関の状況（法定雇用率2.8％）

　特例認定一覧（市町村長部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

横浜市 横浜市教育委員会 横浜市水道局 横浜市医療局病院経営本部 横浜市交通局

川崎市 川崎市教育委員会 川崎市上下水道局 川崎市病院局 川崎市交通局

相模原市 相模原市教育委員会

横須賀市 横須賀市教育委員会 横須賀市上下水道局

平塚市 平塚市教育委員会 平塚市民病院

鎌倉市 鎌倉市教育委員会

藤沢市 藤沢市教育委員会

小田原市 小田原市教育委員会 小田原市上下水道局 小田原市立病院

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市教育委員会 茅ヶ崎市立病院

逗子市 逗子市教育委員会

三浦市 三浦市教育委員会

秦野市 秦野市教育委員会

厚木市 厚木市教育委員会 厚木市病院事業

大和市 大和市教育委員会

伊勢原市 伊勢原市教育委員会 伊勢原市監査委員 伊勢原市議会 伊勢原市選挙管理委員会 伊勢原市農業委員会

海老名市 海老名市教育委員会

座間市 座間市教育委員会 座間市上下水道局

南足柄市 南足柄市教育委員会

綾瀬市 綾瀬市教育委員会

寒川町 寒川町教育委員会

大磯町 大磯町教育委員会

箱根町 箱根町教育委員会

愛川町 愛川町教育委員会

注　1

2

3

4

5

6

　①平塚市においては、10月1日時点において、障害者の数70.0人、実雇用率2.88％、不足数0.0人となっている。

　②山北町教育委員会においては、12月1日時点において、障害者の数1.0人、実雇用率1.60％、不足数0.0人となっている。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定
した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を２人に
相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者
である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもっ
て法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関
に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　この集計は、令和７年11月28日時点の集計結果に基づき作成した。
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①
法定雇用障害者数の算定の
基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

地方独立行政法人等合計 6,688.0 155.0 2.32 33.0

横浜市住宅供給公社 139.0 4.0 2.88 0.0

川崎市住宅供給公社 84.0 3.0 3.57 0.0

神奈川県住宅供給公社 111.0 3.0 2.70 0.0

公立大学法人横浜市立大学 3,373.0 80.5 2.39 13.5

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 175.0 6.0 3.43 0.0

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 2,590.5 52.5 2.03 19.5

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 215.5 6.0 2.78 0.0

（４） 地方独立行政法人等の状況（法定雇用率2.8％）

注　1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが
困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を２人
に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害
者である特定短時間労働者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることを
もって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　この集計は、令和７年11月28日時点の集計結果に基づき作成した。
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